
�愛媛県告示第７７号
次の保安林を解除予定保安林にしたから、森林法（昭和２６年法律

第２４９号）第３０条の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１� 解除予定保安林の所在場所

新居浜市郷字又野乙２１８（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

水源のかん養

� 解除の理由

無線施設用地とするため

２� 解除予定保安林の所在場所

新居浜市光明寺二丁目乙８６（次の図に示す部分に限る。）

� 保安林として指定された目的

土砂の流出の防備

� 解除の理由

無線施設用地とするため

（「次の図」は、省略し、その図面を愛媛県庁及び新居浜市役所

に備え置いて縦覧に供する。）
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�愛媛県告示第７８号
次の保安林の指定施業要件を変更する予定であるから、森林法

（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条

の２第１項の規定により告示する。

平成２０年１月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 指定施業要件の変更予定に係る保安林の所在場所

宇和島市津島町山財１７２０、１７２２から１７２４まで、１７２７、１７２８、１７

５４、１７５９から１７６１まで、１７６３、１９９２から２００３まで、２００５、２００７、

２００９、２０１１から２０１５まで、２０１９から２０２１まで、２０２３、２０３７から２０

３９まで、２０４２、２０４５から２０５７まで、２０５９から２０６３まで、２０６５から

２０７５まで、２０７８から２０８０まで、２０９１、２０９３、２０９７、２０９８、２１０１、

２１１１、２１１５、２１１６、２１２５、２１２６、２１２８から２１３１まで、２１３３、２１３５、

２１３６、２１３９から２１４１まで、２１４４から２１４８まで、２１７０、２１７７、２１７８、

２１８２から２１８６まで、２１８８、２１８９、２１９３から２１９６まで、２２０１、２２０２、

２２０５、２２０７、２２０９、２２１０、２２１２、２２１３、２２１５から２２１８まで、２２２０、

２２２１、２２３２、２２３３、２２３５、２２３６、２２３８から２２４１まで、２２４５、２２４６、

２２４８、２２４９、２２８６から２２８９まで、２２９２から２２９４まで、２２９６、２２９８、

２３０６、２３１０から２３１２まで、２３１４から２３２３まで、２６７６、２６８０から２６

８２まで、２６８５、２６８６、２６９０、２６９３から２７０６まで、２７１８から２７２６ま

で、２７４５、２７４６、２７４８、２７５１、２７５３、２７５４、２７５６、２７５７の１、２７

５７の２、２７５８から２７６０まで、２７６３から２７６７まで、２７６９から２７７１ま

で、２７７４、２８４１から２８４５まで、２８４７から２８４９まで、２８５３から２８５９

まで、２８６１から２８６３まで、２８６４の１、２８６４の２、２８６５、２８６７、２８

６９、２８７１から２８７５まで、２８８１、２８８６、２８８７、２８８９、２９５５、２９７４か

ら２９７８まで、２９８０から２９８９まで、２９９１、３０２３、３０２５、３０２７、３０２９、

３０３０、３０７２、３０７４から３０７７まで、３１０９から３１１７まで、３１１９から３１

２４まで、３１３１、３１３２、３１３４から３１４５まで、３１５７、３１５９から３１６１ま

で、３１６９、３２２７、３２３１、３２３２、３２４８、３４３６の１、３４３６の２、３４８６、

３９１２から３９２７まで、３９２９、３９４１、３９４２、３９４７から３９５４まで、３９５６

から３９６３まで、３９６５、３９６７から３９６９まで、３９７１から３９７４まで、３９

８２、３９８４、３９８６から３９９５まで、３９９８、４０００から４０１０まで、４０８２、

４１００から４１０２まで、４２２８から４２３２まで、４２３４、４２３５、４２３７から４２

４０まで、４２４３、４２５７、津島町御内１７２４、津島町増穂丁７７７の１、

丁７７７の８、丁７７７の１０、丁７７７の１６、丁７７７の２２、丁７７７の４６、

丁７７７の５０から丁７７７の５２まで、丁７７７の６１、丁７７７の６４、丁７

７７の１２８、丁７７７の１２９、丁７７７の１３７、丁７７７の１３８、丁７７７

の１４０、丁７７７の１４３から丁７７７の１５２まで、丁７７７の１５５、丁

７７７の１６０、丁７７７の１８１、丁７７７の１８２、丁７７７の１９２、丁７

７７の１９９から丁７７７の２０１まで、丁７７７の２１１、丁７７７の２１８、

丁７７７の２２１、丁７７７の２３４、丁７７７の２３９、丁７７７の２５９、丁

７７７の２６２、丁７７７の２６６、丁７７７の２７４、丁８０９の２から丁８

０９の４まで、丁８７８の５９、丁８７８の６６、丁８７８の６７、丁９０２

２ 保安林として指定された目的

水源のかん養

３ 変更後の指定施業要件

� 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は、定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所

在する市町に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以

上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種

次のとおりとする。

（「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を愛媛県庁

及び宇和島市役所に備え置いて縦覧に供する。）
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